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別  紙  

亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例  

 

提案理由  

 条例の改正について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。  

 



亀山市条例第   号 

 

亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例 

 

亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２７年亀山市条例

第３７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（扶養手当） 

第４条 ［略］ 

（扶養手当） 

第４条 ［略］ 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で他に生計のみちがなく、主としてそ 

の職員の扶養を受けているものをいう。 

［号を削る。］ 

 

 

（１） ［略］ 

（２） ［略］ 

（３） ［略］ 

（４） ［略］ 

（５） ［略］ 

 （管理職員特別勤務手当） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者

で他に生計のみちがなく、主としてそ 

の職員の扶養を受けているものをいう。 

（１）配偶者（届出をしないが事実上婚 

姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。） 

（２） ［略］ 

（３） ［略］ 

（４） ［略］ 

（５） ［略］ 

（６） ［略］ 

 （管理職員特別勤務手当） 



第９条 管理職員特別勤務手当は、前条

第１項の規定により管理職手当の支給

を受ける職員が、臨時又は緊急の必要

その他の公務の運営の必要により、週

休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。次項において同じ。）又は休日等

（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日 

（以下「祝日法による休日」という。） 

及び年末年始の休日（１２月２９日か

ら翌年の１月３日までの日をいい、祝

日法による休日を除く。）をいい、代

休日を指定されて、当該休日に割り振

られた勤務時間の全部を勤務した職員

にあっては、当該休日に代わる代休日

をいう。以下同じ。）において勤務を

した場合に支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、前条第

１項の規定により管理職手当の支給を

受ける職員が災害への対処その他の臨

時又は緊急の必要により午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間（週休日又

は休日等に含まれる時間を除く。）で

あって正規の勤務時間以外の時間に勤

務をした場合は、当該職員には、管理

職員特別勤務手当を支給する。 

第９条 管理職員特別勤務手当は、前条

第１項の規定により管理職手当の支給

を受ける職員が、臨時又は緊急の必要

その他の公務の運営の必要により、週

休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。次項において同じ。）又は休日等

（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日 

（以下「祝日法による休日」という。） 

及び年末年始の休日（１２月２９日か

ら翌年の１月３日までの日をいい、祝

日法による休日を除く。）をいい、代

休日を指定されて、当該休日に割り振

られた勤務時間の全部を勤務した職員

にあっては、当該休日に代わる代休日

をいう。以下同じ。）において勤務し

た場合に支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、前条第

１項の規定により管理職手当の支給を

受ける職員が災害への対処その他の臨

時又は緊急の必要により週休日又は休

日等以外の日の午前０時から午前５時

までの間であって正規の勤務時間以外

の時間に勤務した場合は、当該職員に 

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

 （給与の減額） 

第１９条 ［略］ 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小

 （給与の減額） 

第１９条 ［略］ 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小



学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため１日の勤務時間の一部（２ 

時間を超えない範囲内の時間に限る。） 

を勤務しないことをいう。）、介護休

暇（当該職員が要介護者（配偶者（届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下この項にお

いて同じ。）、父母、子、配偶者の父

母その他管理者が指定する者で負傷、

疾病又は老齢により管理者が指定する

期間にわたり日常生活を営むのに支障

があるものをいう。以下同じ。）の介

護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇

をいう。）又は介護時間（当該職員が

要介護者の各々が当該介護を必要とす

る一の継続する状態ごとに、連続する

３年の期間（当該要介護者に係る指定 

期間（任命権者が定めるところにより、 

職員の申出に基づき、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続する

状態ごとに、３回を超えず、かつ、通

算して６月を超えない範囲内で指定す

る期間をいう。）と重複する期間を除

く。）内において１日の勤務時間の一

部につき勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇をい

う。）の承認を受けて勤務しない場合

には、前項の規定にかかわらず、その

学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため１日の勤務時間の一部（２ 

時間を超えない範囲内の時間に限る。） 

を勤務しないことをいう。）、介護休

暇（当該職員が要介護者（配偶者、父

母、子、配偶者の父母その他管理者が

指定する者で負傷、疾病又は老齢によ

り管理者が指定する期間にわたり日常 

生活を営むのに支障があるものをいう。 

以下同じ。）の介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる

場合における休暇をいう。）又は介護

時間（当該職員が要介護者の各々が当

該介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、連続する３年の期間（当該要

介護者に係る指定期間（任命権者が定

めるところにより、職員の申出に基づ

き、要介護者の各々が当該介護を必要

とする一の継続する状態ごとに、３回

を超えず、かつ、通算して６月を超え

ない範囲内で指定する期間をいう。）

と重複する期間を除く。）内において

１日の勤務時間の一部につき勤務しな

いことが相当であると認められる場合

における休暇をいう。）の承認を受け

て勤務しない場合には、前項の規定に

かかわらず、その勤務しない１時間に

つき、勤務１時間当たりの給与額を減

額して給与を支給する。 



勤務しない１時間につき、勤務１時間

当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条第２項及び第１９条第

２項の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 


